
見直しませんか？すまいの減税・節税

平成26年度

公認会計士高松国明事務所
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アジェンダ

1. 住宅の取得に係る税制

2. 住宅の保有に係る税制

3. 住宅の改修に係る税制

4. 住宅の譲渡に係る税制

5. 税務調査への対応
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すまいに係る税金

銀行（借用書・抵当権設定） 工事業者（契約書）

収入印紙 収入印紙

市区町村 税務署 法務局

不動産収得税 所得税 登録免許税

固定資産税 贈与税・相続税
3

本人
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新築 VS リフォーム
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新築 リフォーム

工事費 2500万円 2000万円

契約書収入
印紙

銀行 ○ ○

工事業者 ○ ○

登録免許税
収入印紙

所有権保存 ○ ×

所有権移転 × ×

抵当権設定 ○ ○

不動産収得税 ○ ×

固定資産税
都市計画税

○ ×

所得税 ○ ○

贈与税 ○ ○



1.住宅取得に係る税制

登録免許税・収入印紙税

不動産収得税

所得税

贈与税
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登録免許税
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不動産取得税（上段：土地、下段：建物）
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所得税の住宅ローン減税
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所得税の住宅ローン減税
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2.住宅の保有に係る税制

固定資産税

都市計画税
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固定資産税・都市計画税
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土地及び家屋の減税
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住宅の保有に係る税制（固定資産税・都市計画税）
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税金（契約金額7000万円）
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土地 建物 合計

契約金額 税率 6500万円 税率 500万円 7000万円

契約書
収入
印紙

銀行 6万円 ー 6万円

売買当事者 3万円 ○ 3万円

登録免
許税収
入印紙

所有権保存 ー ー ー

所有権移転
評価額5600万円 評価額385万円 5985万円

1.5％ 83万円 2％ 8万円 91万円

抵当権設定
借入金額7000万円 ー 7000万円

0.1％ 7万円 ー 7万円

不動産収得税

評価額5600万円 評価額385万円 5985万円

減額1/2：2800万円 減額なし:385万円 3185万円

3％ 83万円 3％ 12万円 95万円

固定資産税

評価額5600万円 評価額385万円 5985万円

減額後1052万円 減額なし：385万円 1437万円

1.4％ 15万円 1.4％ 5万円 20万円

都市計画税

評価額5600万円 評価額385万円 5985万円

減額後2125万円 減額なし：385万円 250万円

0.3％ 7万円 0.3％ 1万円 8万円

合計（230万円）3.3％ 204万円 26万円 230万円



3.住宅の改修に係る税制

所得減税（2のタイプ）

（１）投資型減税

（1年間のみ）

（２）ローン型減税

（５年間）
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リフォームの所得税の控除

17@All Rights Reserved



リフォームってどんなもの？
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A.耐震リフォームの投資型減税
（耐震改修促進税制）
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バリアフリーリフォームの投資型減税
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D.バリアフリーリフォームのローン型減税
（バリアフリー改修促進税制）
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バリアフリー：ローン減税
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平成24年・・・9,502,751円
平成25年・・・8,627,766円
平成26年・・・7,723,465円
平成27年・・・6,788,867円
平成28年・・・5,822,957円

項目
増改築等工事全体の

見積内訳
（経費・税込み）

増改築等工事のうち
高齢者等居住改修工事等の項目

高齢者等居住改修
工事等の見積内訳
（経費・税込）

仮設、養生工事 450,000円 浴室、洗面脱衣室の養生工事 50,000円

解体工事 400,000円 洋室解体、洗面脱衣のドア撤去等 100,000円

木・大工工事 3,500,000円 浴室間仕切、洗面室改修等 900,000円

木製建具工事 300,000円 洗面室ドア 50,000円

内装工事 800,000円 洗面室内装等 100,000円

住宅設備工事 2,300,000円 ユニットバス工事等 1,500,000円

電気設備工事 450,000円 洗面、浴室の照明、配線工事等 100,000円

給排水設備工事 1,800,000円 洗面、浴室の配管工事等 200,000円

合計 10,000,000円 高齢者等居住改修工事等の合計 3,000,000円

リフォーム工事の内容
① LDKおよび洋室（収納含む）の壁・床・天井 全面改修（第3号工事）
② 浴室・洗面脱衣室の改修および給排水設備の交換

（高齢者等居住改修工事等）
③ 解体、仮設・養生等の附帯工事

計 10,000,000円
（税・経費込）



バリアフリー：ローン減税：控除額の計算（１/２）
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 1年目（平成24年）の控除額

（1）高齢者等居住改修工事等の経費

控除対象限度額実際にかかった高齢者等居住改修工事等の額

3,000,000

実際にかかった高齢者等居住改修工事等の額

0

3,000,000=

ー

円

円

円 円
2,000,000

A 2,000,000
円

（2）増改築等工事費用相当の
年末ローン残高

増改築等工事全体の額年末ローン残高
（上限1,000万円）

9,502,751

Aの額

2,000,000

7,502,751=

ー

円

円

円

１年目（平成２４年）の住宅ローン残高
証明書に書かれた年末残業を確認
しましょう。

2%× B 7,502,751
円+ 1%× = 115,000

円

いずれか少ない額

※A+B≤1,000万円であること ※A+B≤1,000万円であること

控除率 控除率 1年目の控除額

※100円未満の端数は切り捨て



バリアフリー：ローン減税：控除額の計算（２/２）
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 5年目（平成28年）の控除額

（1）高齢者等居住改修工事等の費用

2,000,000 円

a 2,000,000
円

（2）増改築等工事費用相当の
年末ローン残高

増改築等工事全体の額年末ローン残高
（上限1,000万円）

5,822,957

aの額

2,000,000

3,822,957=

ー

円

円

円

5年目（平成28年）の住宅ローン残高
証明書に書かれた年末残業を確認
しましょう。

2%× b 3,822,957
円+ 1%× = 78,200

円
※A+B≤1,000万円であること ※A+B≤1,000万円であること

控除率 控除率 1年目の控除額

※100円未満の端数は切り捨て

年末ローン残高>1年目のAの額である場合は、aは1年目と同様にAの額
となります。
年末ローン残高≤1年目のAの額である場合は、aは年末ローン残高にな
ります。



C.省エネリフォームの投資型減税
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E.省エネリフォームのローン型減税
（省エネ改修促進税）
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省エネ：ローン減税
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① 内窓設置工事
（全居室・ホール・玄関・トイレ・浴室 計11か所）

② 外気に接する部分の壁・天井等の断熱改修工事
③ 断熱改修工事に附帯する内装工事
④ 和室（4.5畳）、リビング、ダイニングの全面改修（第３号工事）
⑤ 浴室、全面室、トイレの全面改修および給排水設備の交換
（第３号工事）

⑥ 解体、仮設・養生等の附帯工事

計 10,000,000円
（税・経費込）

断熱改修工事
① 内窓設置工事
（全居室・ホール・玄関・トイレ・浴室 計11か所）

② 外気に接する部分の壁・天井等の断熱改修工事
③ 断熱改修工事に附帯する内装工事

（2）見積書などから断熱改修工事にかかった費用の額を確認します。

計 5,000,000円
（税・経費込）



省エネ：ローン減税 控除額の計算（２/２）
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（1）特定断熱改修工事費用

a 2,000,000 円

a 2,000,000
円

（2）増改築等工事費用相当の
年末ローン残高

増改築等工事全体の額年末ローン残高
（上限1,000万円）

5,822,957

aの額

2,000,000

b 3,822,957=

ー

円

円

円

5年目（平成28年）の住宅ローン残高証明書に
書かれた年末残業を確認しましょう。

2%× b 3,822,957
円+ 1%× = 78,200

円
※A+B≤1,000万円であること ※A+B≤1,000万円であること

控除率 控除率 1年目の控除額

※100円未満の端数は切り捨て

年末ローン残高>1年目のAの額である場合は、
aは1年目と同様にAの額となります。
年末ローン残高≤1年目のAの額である場合は、
aは年末ローン残高になります。

 5年目（平成28年）の控除額
①断熱改修が「特定断熱改修工事等」である場合

5,822,957 円 1%= 58,200×
②断熱改修が「断熱改修工事等」である場合 ②断熱改修が「断熱改修工事等」である場合

B 9,502,751 円 1%= 95,000×
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①断熱改修が「特定断熱改修工事等」である場合

（1）高齢者等居住改修工事等の経費

控除対象限度額実際にかかった高齢者等居住改修工事等の額

5,000,000

実際にかかった高齢者等居住改修工事等の額

250,000

4,750,000=

ー

円

円

円 円
2,000,000

A 2,000,000
円

（2）増改築等工事費用相当の
年末ローン残高

増改築等工事全体の額年末ローン残高
（上限1,000万円）

9,502,751

Aの額

2,000,000

7,502,751=

ー

円

円

円

１年目（平成２４年）の住宅ローン残高
証明書に書かれた年末残業を確認しましょう。

2%× B 7,502,751
円+ 1%× = 115,000

円

いずれか少ない額

※A+B≤1,000万円であること ※A+B≤1,000万円であること控除率 控除率

1年目の控除額

※100円未満の端数は切り捨て

（3）控除の対象となる工事について発行を受けるエコポイント数を確認します。

（4）リフォームローン残高証明書を確認します。

窓の断熱改修・・・・・・・・・・・計 120,000p
大：3か所・・・・18,000×3=54000p
中：2か所・・・・12,000×2=24000p
小：6か所・・・・・7,000×6=42,000p

壁・天井の断熱改修・・・・・・計 130,000p

計 250,000p→250,000円

リフォーム後平成24年5月に居住を開始し、当該リフォームにかかった費用1,000万円について10年固定金利でローンを組んで場合の各年の
年末ローン残高（年利3.3%とする）は、次のようになります。

平成24年・・・9,502,751円 平成27年・・・6,788,867円
平成25年・・・8,627,766円 平成28年・・・5,822,957円
平成26年・・・7,723,465円



認定長期優良住宅新築等特別税額控除
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申告に必要となる各証明書の手続き例
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【参考】 親族関係

直系尊属

例 直系尊属
○: ・父母、祖父母
・養父母

×: ・兄弟姉妹
・配偶者の父母
・伯叔父母

祖父 祖母

父 母

本人 母

贈与者:

（贈与）

:受贈者（孫）

贈与者の
推定相続人

贈与税の仕組み
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贈与税
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贈与税の非課税措置
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教育資金の一括贈与
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贈与税の配偶者控除の特例
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住宅資金の贈与
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暦年課税制度
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贈与税の仕組み

課税価格
（1年間に贈与により取得した財産の価格の合計額）

（適用要件を満たす場合）

相続時精算課税 暦年課税

選択する 選択しない

① 贈与財産の価格から控除する金額
特別控除額 2,500万円
※ 前年までに特別控除額を使用した場
合には、2,500万円からすでに使用した額
を控除した残額が特別控除額となります。

② 税率
（特別控除額超えた部分に対して）
一律20％の税率

① 贈与財産の価格から控除する金額
基礎控除額 毎年 110万円
※ 課税価格が110万円を超える場合は、
申告が必要となります。

② 税率
（基礎控除後の課税価格に対して）
超過累進税率

相続時精算課税を
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贈与税仕組み：相続時精算課税

贈
与
者

【改正前】

• 贈与をした年の1月1日において65歳以上の者

【改正前】

• 贈与をした年の1月1日において60歳以上の者

受
贈
者

【改正前】

• 贈与をした年の1月1日において20歳以上の者

• 贈与を受けた時において

贈与者の推定相続人

【改正後】

• 贈与をした年の1月1日において20歳以上の者

• 贈与を受けた時において

贈与者の推定相続人及び孫

相続時精算課税の税額計算

（特別控除後の課税価格）×20%（税率）＝税額

例 贈与により3,000万円の財産を取得した場合
3,000万円－2,500万円（特別控除額）＝500万円（特別控除後の課税価格）
500万円×20%＝100万円（税額）（特別控除額については、上記の相続時精算課税①※参照）

○ 適用対象者の範囲の拡大など相続時精算課税の適用要件が変わります。
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相続時精算課税の清算

• 1.父から子へ平成23年、３０００万円を贈与

（３０００万円ー２５００万円）×20％＝１００万円（税金）

何年後の相続でも、相続税の計算の際、この年以降の贈与財

産は遺産に加えられます。

・2.父から子へ平成25年に６０万円を贈与

60万円×20％＝１２万円（税金）

相続時精算課税の制度を受けると年110万円以下不適用

3.平成２6年に父が死亡（相続人は子が３名）

（1）遺産が５億円の場合

５億円+３０００万円＋６０万円＝5億３０６０万円

（５億3060万円ー８０００万円）×1/3＝１億5020万円

（1億5020万円×40％－1700万円）×3人分＝1億2924万円

子が相続で1億５０００万円取得した場合

1億5,000万円＋3000万円+60万円＝1億8060万円

1億2924万円×（1億8060万円/5億3060万円＝取得割合）

＝4398万9300円 （相続税）

4398万9300円ー112万円（贈与税）＝4286万9300円（納税）
@All Rights Reserved 41



リフォーム資金を贈与により充てる
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住宅取得等資金の非課税枠（増改修を含む）
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リフォームと相続税
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A 家を相続する時に活用したい税制

（子規模宅地の特例、 Aさんが死亡したケース）

８
割
減
額

節税効果

高額になりがちな土地の
評価額を8割減らせる

土地の評価額

相続財産

Aさんが生前に住んでいた家の土地

相続する人の条件

• Aさんの配偶者
• Aさんの子供で、生前に同居
• Aさんの子供で、持ち家がない

（注意）実際には細かな要件がある

Aさんが
死亡、相続発生
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B こんなケースにも節税余地は広がった

Aさんと子供が内部で行き来できないような構造の家に居住し
ていた

二世代住宅

Aさんが介護目的で外部の施設に入居していた（自宅はだれに
も貸していない）

老人ホーム

C マイホームを購入するときに活用したい税制

住宅ローン控除

• 年末残高の１％相当額を10年間、所得税・住民税から差し引
ける

• 年末残高の上限が4000万円に引き上げ（従来2000万円）
• 住民税からの控除上限が13万6500円に引き上げ（従来9万

7500円）

贈与税の非課税
• 取得資金の贈与を2014年中に合受け、期限までに住む
• 非課税枠は省エネ・耐震住宅1000万円、それ以外500万円
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譲渡所得の計算
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実額取得時
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減価償却計算
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譲渡費用と特別控除
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税率
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居住用財産の譲渡
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居住用財産の範囲
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所有期間と税率
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一定の特別関係者
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相続税対策
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1.相続税制改正の2つの矢

一番目の矢は、

相続税を支払う人を増やす
すそ野を広げる。

二番目の矢は、
相続税の税率を上げる。
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4.相続税の改正（平成27年１月１日）よる増税額

（1）相続税を納める人が増加：すそ野が増える
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2．相続税の仕組み

種類 細目

現金・預金
現金、小切手
普通預金、定期預金、当座預金など

土地
宅地
田畑
山林など

土地上の権利 借地権、定期借地権、地上権など

家屋 家屋、庭園設備など

構築物 駐車場、広告塔など

有価証券
株式、出資
国債、地方債、社債
賃付信託・証券投資信託の受益証券など

家庭用財産
家具、計器設備、電話加入権、自動車
貴金属、宝石
書計骨董品など

事業用財産
機械装備、器具備品、自動車、
商品、製品、売掛金など

その他財産
賃付金、未収入金、
電話加入権、ゴルフ会員権
著作権、特許権、立木など

（1） 相続財産の範囲
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①税金がかかる財産の額
•相続財産の額ー控除額＝税金対象財産の額
•2億円-8000万円＝1億2000万円
•控除額は法律できまっている。

②税金の計算
•税金対象財産の額×税率＝税額
•1億2000万円×40％＝4800万円
•税率は法律で決まっている。

（２）税金の計算
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相続税を計算する際の土地の価格は？

※ 公示地価×０．８

※路線価 敷地面積 土地の評価額

※いずれも １m2当たりの価格 （実際には土地の影状などにより補正あり）

相続税の課税対象かどうかはこうして判断

土地の評価額 その他の資産 相続財産の合計

相続財産の合計 基礎控除 課税遺産総額

改正後は
３０００万円＋６００万円×法定相続人の数

この金額がプラス
なら課税対象とな
り、マイナスなら相
続税はかからない
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債務控除

非課税財産等

4.相続税の改正（平成27年1月1より）による増税額

（１）相続税を納める人が増加：すそ野が増える

課税遺産総額

基礎控除

相
続
財
産

現行

5,000万円

1,000万円
×法定相続人の数

改正後

3,000万円

600万円
×法定相続人の数
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4．相続税の改正（平成27年1月1より）よる増税額
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土地, 
5.4, 
46%

家屋, 
0.6, 5%

有価証

券, 1.4, 
12%

現金・

預貯金

等, 3, 
26%

その他, 
1.3, 
11%

相続財産の金額

（注）2012年分申告実績を基に作成

土地, 560, 
17%

家屋, 68, 2%

有価証券, 
431, 13%

現金・預貯

金等, 1236, 
37%

その他, 
1028, 31%

申告漏れ相続財産の金額

■相続財産の金額トップは土地だが、申告漏れは現金・預貯金等がもっとも多い

（注）12事務年度（12年7月～13年6月）の相続税調査を基に作成

相続財産の内訳vs申告漏れ内訳
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4．相続税の改正（平成27年1月1より）よる増税額

（１）相続税を納める人が増加：すそ野が増える
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4.相続税の改正（平成27年１月１より）よる増税額

（2）税率の上昇
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改正後の税額の増加
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以上の結果、相続税の改正による税金の増額

•増税額 2600億円

•1兆2500億円+2600億円
＝1兆5100億円

•（平成24年度）
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税制改正で相続税の対象者が増加
（東京国税局管内）

申告は不要
55.5%

申告は不要
79.1%

申告して
税金がゼロの人

納税した人7% 1万6147人※2

納税した人15%
3万4692人※1

13.9% 3万2125人※1

申告して
税金がゼロの人

29.5% 6万8228人※1

現在 2015年1月1日～
0

50

100
（%）

20.9%
4万8272人

44.5%
10万2920人

※1 調査機関調べ ※2 東京国税局公表資料より 73@All Rights Reserved



改正後、相続税金早見表
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空き家を貸家にすると相続税の評価額が下がる

空き家

土地

土地

貸家

256万円

3990万円

256万円

3990万円

3646万円

1620万円

評価額

@All Rights Reserved 75



0

50

100

150

200

250

300
万戸

（出所）国土交通省、賃貸向けなどを除く

個人住宅の空き家が増えている
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税務調査への対応
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• 現在、死亡者数は約120万人、相続税の申告
件数約5万件（納税した相続人は約12万人）

• 約30％、1万4000件が税務調査を受けた。

• そのうち申告漏れで税金を追徴された約80％。
• 隠し財産 約4000億円
• 一人当たり約2900万円（4000億円÷1万4000件）約3000万
• 追徴税 757億円（一人当たり550万円）

６．相続税対策：税務調査への対応
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事務年度 平成22事
務年度

平成23事務
年度項目 対前事務年度比

① 実地調査件数 13,668件 13,787件 100.9％

② 申告漏れ等の非違件数 11,276件 11,159件 99.0％

③ 日違割合（②/①） 82.5％ 80.9％ ▲1.6ポイント

④ 重加算税賦課件数 1,697件 1,569件 82.7％

⑤ 重加算税賦課割合（④/②） 16.8％ 14.1％ ▲2.8ポイント

⑥ 申告漏れ課税価格 3,994億円 3,993億円 100.0％

⑦ ⑥のうち重加算税賦課対象 609億円 581億円 95.4％

⑧

追徴税額

本節 685億円 649億円 94.8％

⑨ 加算税 112億円 107億円 96.0％

⑩ 合計 797億円 757億円 94.9％

⑪ 実地調査
1件当たり

申告漏れ課税価格（⑥/①） 0.292億円 0.2896億円 99.1％

⑫ 追徴税額 0.058億円 0.0549億円 94.1％

相続税の調査事項

重加算税の賦課件数は1,569件（前事務年度1,897件）、賦課割合は14.1%（前事務年度16.8%）79@All Rights Reserved



申告漏れ相続財産の金額の推移
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申告漏れ相続財産

■B 申告漏れ相続財産は現預金、有価証券で50%を超える
（金額の構成比、2011年7月～12年6月の調査分、国税庁）

その他（賃付

金、預け金、

返還金など）

土地・家屋

現預金・

有価証券など

29.9% 17.9%

52.2%
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相続財産 説明できますか

■A 相続税の税務調査で税務署が重点チェックするのは

チ
ェ
ッ
ク
項
目

①被相続人の生前の所得・資産に見合う財産額を申告？

②相続人（家族）名義の預貯金に被相続人の財産が紛れ込んでいる？

③相続人名義の同族会社株、実質的に被相続人の財産では？

④被相続人の生前贈与は適性？

⑤国外にある預貯金などの相続財産をきちんと申告？

⑥有料老人ホームの入居一時金の返還分を申告？

⑦責務・葬式費用などを過大に差し引いている？

⑧「小規模宅地の評価減」が受けられないのに申請？

⑨被相続人の死亡直前に多額の預貯金を引き出し、財産を減らした？

⑩相続人は納税資金をどう調達したか。贈与は？

狙いは被相続人（死亡した人）の財産の完全把握
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遺言書

• 子供世代への2次相続の方針も決めて夫とともに作成しておく

• 法定相続分を超えても自分が自宅すべてを単独で相続し、老後
の生活基盤を確保する

• 2次相続でも共有を避けるのがトラブル回避の基本

• 婚姻期間が20年以上なら、夫から自宅を非課税で贈与してもらえる（最
高2000万円まで）

• 夫名義の財産が減り、相続税の申告が不要になることも［（財産が基礎
控除を下回る場合）

• 登録免許税、不動産取得税などの費用は必要

自宅相続で知っておきたいポイント

おしどり贈与

• 70歳の女性の半数が90歳まで生きる時代。余生を快適に暮ら
すためのリフォームは有益

• リフォームしても家屋の評価額は上がらず、2次相続で節税に
なることも（財産が基礎控除を上回る場合）

リフォーム
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妻名義なのに「夫の預金」？
■名義預金にしないためには

• 配偶者から贈与を受けた証拠を書面で残す
（贈与契約書、通帳記録、贈与税申告書の提出と納付など）

• もらった人が口座の印鑑や通帳を管理・支配する

■税務調査官がチェックするのは（夫が死亡、妻が相続する場合）

過去の収入から考えて相続財産が少なすぎないか

夫の預金口座からまとまった出金はないか

•誰かにあげたのか→贈与の有無

•何を買ったのか→相続財産の計上漏れ

•妻や家族の貯金口座に移っていないか

→名義貯金の計上漏れ

夫

妻名義の財産が多すぎないか

妻の預金口座にまとまった入金はないか

•自分で稼いだのか→所得税申告納税の有無

•相続や贈与でもらったのか→証拠の有無

•贈与税は払っているか

→贈与税の申告納税の有無

妻

名義預金にとみなされないためには

税務調査官がチェックするのは
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1. 脱税によって得た不正資金
• 現金

• マレーシア、シンガポールの預金口座

• アメリカの投資証券、韓国の投資信託

• ハワイの不動産

2. 留保されていた事例
• 高級外車を購入

• 貴金属やブランド品を購入

• 海外のカジノで遊興し消費

3. 隠匿場所
• 自宅リビングのクッション内のビニール袋

• 知人宅居室のダンボール内の木箱

• 物置の蚊取り線香の缶

• 自宅天井裏

• 整理ダンスの引き出しを二重底

不正資金の隠匿場所
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査察への対応
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査察
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査察の事績
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脱税額（査察）
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1件当たりの脱税額（査察）
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贈与税回避スキーム
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租税回避事例

1999年
（H11年）

2004年
（H16年）

2007年
（H19年）

武富士
申告漏れ1654億円、
税額1157億円

中央出版
申告漏れ5億円
税額2億円

旧ピエールダン社長
申告漏れ21億円、
税額11億円

杉並税務署 名古屋国税局
東京国税局から脱税
横浜地検に告発

H17年提訴
H23年3月24日名古屋地
裁判決（納税者勝訴）

H10年までは海外送金の国
税当局への申告義務無し

H23年2月18日最高裁
判決(納税者勝訴）

H25年4月3日名古屋高裁
（税務署勝訴）
最高裁上告

H20年1月1日スタート
国外財産調書提出制度
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武富士株式会社

会
長
・夫

妻

長
男

長
男

会
長
・夫

妻

７２０口 ８０口

VST Investment

７２０口を長男へ贈与
平成１１年１２月２７日

VST Investmentを買収（８００口）
平成９年１２月８日

武富士株式会社の１５７０万株買収
平成１０年３月２３日

オランダ法人を介在させて国外財産（外国人会社株式）を
親から子（海外に居住）へ無償で移転

※当時は、財産を取得したときにおいて日本国内において住所を有していない者については、贈与
に因り取得した財産のうち、日本国内にある財産のみに対して贈与税を納める。 93@All Rights Reserved



武富士事件
（平成23年2月18日最高裁判所第2小法廷、判決）

納税額1,600億円+還付加算金400億円＝2,000億円 還付

贈与者（会長；父）が所有する財産を国外に移転し、更に受贈者（息子）の住所を国外に

移転させたのちに贈与を実行することによって贈与税の負担を回避するという方法。

1.平成9年12月8日 会長夫妻、オランダの会社を買い取る。

VST Investments B.V（アムステルダム）。持分800口（100％所有）

2.平成10年3月23日 会長夫妻、このオランダの会社に武富士の株式1569万8800株を譲渡

した。

3.平成10年12月 武富士、東証第1部に上場

4.平成11年12月27日 会長夫妻、オランダの会社の持ち分を720口を、長男に贈与

税制改正により平成12年4月1日以降このような贈与税回避はできなくなる。

（贈与前） 総出資口数 800口 会長720口 妻 240口

（贈与後） 総出資口数 800口 長男720口 妻 80口

長男の武富士株式 1569万8800カ株×720/800＝1412万8920株

5.平成17年3月2日 杉並税務署長、長男に対して贈与税の決定処分（申告漏れ：

1653億603万1200円）贈与税額1157億290万1700円、加算税額173億5543万5000円

長男は延滞税を含めた約1585億円を一旦納付の上争うことを決意。
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中央出版の会長（名古屋）長男の子（孫）に5億円を贈与

名古屋

孫

米国にて
出生

¥5億
① 名古屋地裁判決（平成23年3月24日判決）
納税者側が勝訴

② 名古屋高裁判決（平成25年4月2日判決）
税務署勝訴

③ 最高裁に上告

平成16年に国税局から追徴課税（無申告加算税を含む）2億5千万円
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孫は平成15年米国で出生
平成16年米国債（信託財産）
・約5億円

元会長 信託会社（米国） 保険会社

孫

受益者である孫に分配

米国債（国外財産）を信託

死亡または満期保険金

生命保険契約（被保険者は孫の父親）
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オランダ法人を介在させて、国外財産（外国会社株式）株式を親から子（外国に居住）へ無償で移転したという
至って単純な図式（贈与税回避スキーム）
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国
内
財
産
の
み
に
課
税



UBS
クレディ・スイス(CS)

ピエールカルダン旧日本法人社長遺族25億円財産隠し、
相続税11億円脱税
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武田氏の
ファッション会社

25億円

HSBC
（武田氏の会社）

送金送金



日本

4.ピエールカルダン旧日本法人社長遺族
25億円財産隠し、相続税11億円脱税
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相
続
税
脱
税
事
件
の
構
図

大
手
商
社

故
・武
田
正
彦
氏
が
社
長

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
会
社

香港 香港

武
田
氏
設
立
の
会
社

2
銀
行
で
個
人
資
産

と
し
て
運
用

ブ
ラ
ン
ド

商
標
権
売
却

代
金

送
金

送
金



オランダ法人を介在させて、国外財産（外国会社株式）株式を親から子（外国に居住）へ無償で移転したという
至って単純な図式（贈与税回避スキーム）

100@All Rights Reserved



101@All Rights Reserved



以上
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